






 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 

添付資料 1-1：原子炉冷却材浄化系主配管の要目表（今回変更認可申請資料） 
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女川原子力発電所第２号機 設計及び工事計画の変更認可申請 変更前後比較表 

（原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図） 

52 

変 更 前（2021年 12月 23日時点） 変 更 後 備考 

第 4-7-1-2-1～2図 原子炉冷却材浄化系 主配管の配置を明示した図面別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

［主配管］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管ＮＯ．1＊ 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根拠 

外径 165.2  製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準値 

厚さ 14.3  同上 

 

管ＮＯ．2＊ 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根拠 

外径 165.2 ±1.6mm ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差 

厚さ 14.3 ±12.5％ 同上 

 

管ＮＯ．3＊ 管継手（ティー） 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根拠 

外径 165.2 
＋2.4mm 

－1.6mm 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 14.3 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。 

注記＊：主配管の配置を明示した図面の管ＮＯ.を示す。 

 

第 4-7-1-2-1～2図 原子炉冷却材浄化系 主配管の配置を明示した図面別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

［主配管］ 

管ＮＯ．1＊，6＊ 管継手（エルボ） 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根拠 

外径 165.2 
＋2.4mm 

－1.6mm 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 14.3 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ．2＊ 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根拠 

外径 165.2  製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準値 

厚さ 14.3  同上 

 

管ＮＯ．3＊ 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根拠 

外径 165.2 ±1.6mm ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差 

厚さ 14.3 ±12.5％ 同上 

 

管ＮＯ．4＊ 管継手（ティー） 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根拠 

外径 165.2 
＋2.4mm 

－1.6mm 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 14.3 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。 

注記＊：主配管の配置を明示した図面の管ＮＯ.を示す。 

「G31-F022～高圧代替注水系

注入配管合流点」（変更後の管

NO.1），「高圧代替注水系注入配

管合流点～原子炉冷却材浄化系

A 系注入配管合流点」（変更後の

管 NO.6）について，変更前には

記載されていなかったが，原子

炉冷却材浄化系主配管の要目表

の記載の変更に伴い，要目表の

変更後にエルボを新設すること

を記載したことにより，当該エ

ルボを追加する必要があること

から記載を追加する。 

 また，「G31-F022～高圧代

替注水系注入配管合流点」のエ

ルボを変更後の管 No.①として

記載を追加したことに伴い，本

図中の管 No.が変更前から１つ

繰り上がる。（No.1→No. 2．No.2

→No.3…） 

 

 

 
枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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